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　当社は、平成27年11月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満と

なりましたので、今後の対応につきましてお知らせいたします。

記

1.　当社株式の時価総額について

　当社株式は、平成27年11月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりま

した。株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所という）の有価証券上場規程第

601条第１項第４号a本文では、９ヶ月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他

東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を３ヶ月以内に東京証券取引所に提出

しない場合にあっては３ヶ月）以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億

円以上にならない時は、上場廃止になる旨規定されております。

（ご参考）

（1）当社株式の平成27年11月の月間平均時価総額 円

（2）当社株式の平成27年11月30日現在の時価総額 円

（11月30日終値　93円 × 11月30日上場株式数 10,000,000株）

2.　今後の見通しについて

　平成27年９月30日付「流通株式時価総額に係る監理銘柄（確認中）の指定に関するお知

らせ」で開示しました通り、当社株式は、東京証券取引所の流通株式時価総額基準に関し、

平成27年10月１日から監理銘柄（確認中）に指定されております。

　また、平成27年11月４日付「流通株式時価総額に関するお知らせ」で開示しました通り、

当社は、東京証券取引所の上場廃止基準の期限である有価証券報告書の提出日までに東京

証券取引所の定める公募、売出し、又は数量制限付分売は、行わない予定ですので、当社

が有価証券報告書を提出後、整理銘柄に指定されることとなり、その後当社株式は、東京

証券取引所第二部の上場廃止となります。

　株主の皆様にはご不便をおかけいたしますが、当社は福岡証券取引所にも上場しており、

当社株式の売買については市場での取引は可能であります。
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